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（
法
務
委
員
会
）

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
二
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
を
補
足
す
る
人
（
特
に
女
性
及
び
児
童
）
の
取
引
を

防
止
し
、
抑
止
し
及
び
処
罰
す
る
た
め
の
議
定
書
及
び
国
際
的
な
組
織
犯
罪
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
を
補
足
す
る
陸

路
、
海
路
及
び
空
路
に
よ
り
移
民
を
密
入
国
さ
せ
る
こ
と
の
防
止
に
関
す
る
議
定
書
の
締
結
に
伴
い
、
並
び
に
近
年
に
お
け
る

人
身
取
引
そ
の
他
の
人
身
の
自
由
を
侵
害
す
る
犯
罪
の
実
情
等
に
か
ん
が
み
、
人
身
売
買
の
罪
及
び
旅
券
等
不
正
受
交
付
等
の

罪
を
新
設
し
、
逮
捕
及
び
監
禁
の
罪
等
の
法
定
刑
を
引
き
上
げ
る
な
ど
す
る
と
と
も
に
、
上
陸
拒
否
事
由
、
退
去
強
制
事
由
、

運
送
業
者
の
旅
券
等
の
確
認
義
務
及
び
外
国
入
国
管
理
当
局
に
対
す
る
情
報
提
供
に
係
る
規
定
の
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一

刑
法
の
一
部
改
正

一
、
人
身
売
買
の
罪
を
新
設
す
る
。

二

「
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
加
害
目
的
」
に
よ
る
略
取
行
為
等
の
処
罰
規
定
を
整
備
す
る
。

、
三
、
被
略
取
者
等
の
輸
送
、
引
渡
し
、
蔵
匿
行
為
の
処
罰
規
定
を
整
備
す
る
。
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四
、
国
外
移
送
目
的
の
略
取
及
び
誘
拐
の
罪
の
構
成
要
件
を
「
日
本
国
外
移
送
」
か
ら
「
所
在
国
外
移
送
」
に
拡
大
す
る
。

五
、
逮
捕
及
び
監
禁
の
罪
の
法
定
刑
の
上
限
を
懲
役
五
年
か
ら
七
年
に
引
き
上
げ
る
。

六
、
未
成
年
者
略
取
及
び
誘
拐
の
罪
の
法
定
刑
の
上
限
を
懲
役
五
年
か
ら
七
年
に
引
き
上
げ
る
。

第
二

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
一
部
改
正

一
、
人
身
取
引
等
の
定
義
規
定
を
新
設
す
る
。

二
、
人
身
取
引
等
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
一
部
の
上
陸
拒
否
事
由
及
び
退
去
強
制
事
由
か
ら
除
く
。

三
、
人
身
取
引
等
さ
れ
た
こ
と
を
上
陸
特
別
許
可
事
由
及
び
在
留
特
別
許
可
事
由
に
加
え
る
。

四
、
人
身
取
引
等
の
加
害
者
に
つ
い
て
新
た
に
上
陸
拒
否
事
由
及
び
退
去
強
制
事
由
を
設
け
る
。

五
、
他
人
の
不
法
入
国
等
の
実
行
を
容
易
に
す
る
目
的
で
行
う
旅
券
等
の
不
正
受
交
付
等
の
罪
を
新
設
す
る
。

六
、
運
送
業
者
の
旅
券
等
の
確
認
義
務
及
び
確
認
を
怠
っ
た
場
合
の
過
料
に
関
す
る
規
定
を
新
設
す
る
。

七
、
外
国
入
国
管
理
当
局
に
対
す
る
情
報
提
供
規
定
を
新
設
す
る
。

第
三

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一
、
新
設
す
る
人
身
売
買
の
罪
及
び
旅
券
等
の
不
正
受
交
付
の
罪
等
を
犯
罪
収
益
等
の
前
提
犯
罪
に
追
加
す
る
。
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二
、
組
織
的
な
逮
捕
及
び
監
禁
の
罪
の
法
定
刑
の
上
限
を
懲
役
七
年
か
ら
十
年
に
引
き
上
げ
る
。

第
四

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


